
講師(法務局職員又は人権擁護委員)が、各種の人権テーマに応じた
人権研修を実施します。
まずは、下記のお問合せ先に御相談ください。

▶無料で講師を派遣します！

＼例えばこんな研修を承っています／

セクハラ
パワハラ

性的マイ
ノリティ同和問題 インターネット

上の人権問題

など

※上記以外にも御要望のテーマ等ございましたら御相談ください。
※講師の調整の関係上、実施希望日の２か月前までに御相談ください。

企業･団体における人権研修で活用できるDVDを貸し出します。
貸出しの詳細については、こちらを御覧ください。
また、YouTubeの法務省チャンネルでも人権啓発動画を公開していますので御活用ください。
YouTubeの法務省チャンネルはこちら

▶人権啓発用DVDを貸し出します

【お問合せ先】
広島法務局人権擁護部第一課
〒730-8536 広島市中区上八丁堀６－３０

近年では、企業が社会を構成する一員としてどのような行動を取るべきかを問う「企業の社会的責任
(CSR)」や「社会的責任投資(SRI)」に対する関心の高まりとあいまって、人権尊重の考え方を積極的に
企業方針に採り入れたり、職場内で人権に関する研修を行ったりする企業が増えています。

人権イメージキャラクター
人KENまもる君

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん

TEL：082-228-5790
FAX：082-228-8087

ウェブによる研修も
実施しています！


